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外
務
省
が
作
成
し
た
い
わ
ゆ
る
「
国
会
議
員
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
五
年
九
月
二
十
九
日
付
の
共
同
通
信
報
道
に
よ
り
、
外
務
省
が
「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
の
依
頼
等
に
対
す
る

対
応
振
り
」
と
の
題
の
、
同
省
職
員
が
当
方
と
接
触
す
る
際
に
ど
の
様
に
対
応
す
る
か
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
つ
い
て
記
し

た
文
書
（
以
下
、
「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質

問
す
る
。

一

「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
現
在
も
有
効
で
あ
る
か
。

二

一
で
、
現
在
も
有
効
で
あ
る
の
な
ら
、
今
後
外
務
省
と
し
て
、
与
党
の
側
に
立
つ
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
ど
の
様
に
接

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
で
、
「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
既
に
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
つ
か
ら
か
、
ま
た
そ
の
理
由
は
何

か
、
更
に
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
無
効
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
及
び
そ
れ
を
記
録
し
た
文
書
の
有

無
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

四

外
務
省
と
し
て
、
今
後
新
た
に
「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
様
な
、
特
定
の
国
会
議
員
を
忌
避
す
る
取
り
決
め
を
作
成
す
る

考
え
は
あ
る
か
。

一



五

「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
は
「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
国
民
の
負
託
を
受
け

た
国
会
議
員
の
中
か
ら
特
定
の
議
員
を
忌
避
す
る
か
の
様
な
行
動
規
範
を
作
る
こ
と
は
、
外
務
省
と
い
う
一
行
政
機
関
の
行

動
と
し
て
適
切
で
あ
っ
た
か
。
外
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


